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本報告書の調査は、個人所属JA3550他２件の航空重大インシデントに関
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航空重大インシデント調査報告書

所 属 旭伸航空株式会社

型 式 ブリテンノーマン式ＢＮ－２Ｂ－２０型

登録記号 ＪＡ５３２１

発生日時 平成１６年６月２日 １５時５０分ごろ

発生場所 新潟空港

平成１６年 ９ 月２２日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 加 藤 晋

委 員 松 浦 純 雄

委 員 垣 本 由紀子

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空重大インシデント調査の経過

１.１ 航空重大インシデントの概要

本件は、航空法施行規則第１６６条の４第２号に規定された「閉鎖中の滑走路への

着陸」に該当し、航空重大インシデントとして取り扱われることとなったものである。

旭伸航空株式会社所属ブリテンノーマン式ＢＮ－２Ｂ－２０型ＪＡ５３２１は、平

成１６年６月２日（水 、同社定期１０８便として佐渡空港から離陸し、目的地であ）

る新潟空港の閉鎖中であった滑走路２２に、１５時５０分ごろ着陸した。

同機には、機長及び乗客４名の計５名が搭乗していたが、負傷者及び機体の損壊は

なかった。

１.２ 航空重大インシデント調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１６年６月２日、本重大インシデントの調査
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を担当する主管調査官を指名した。

1.2.2 調査の実施時期

平成１６年６月３日及び４日 現場調査及び口述聴取

1.2.3 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

2.1.1 管制交信記録等による飛行の経過

旭伸航空株式会社（以下「同社」という ）所属ブリテンノーマン式ＢＮ－２Ｂ。

－２０型（通称：アイランダ）ＪＡ５３２１（以下「同機」という ）は、同社定。

期１０８便として機長及び乗客４名の計５名が搭乗して、佐渡空港を１５時３１分

ごろ離陸し、有視界飛行方式（以下「ＶＦＲ」という ）により高度２,５００ftで。

新潟空港に向けて飛行した。なお、新潟空港事務所に通報された同機の飛行計画は、

次のとおりであった。

飛行方式：ＶＦＲ、出発地：佐渡空港、移動開始時刻：１５時３５分、巡航速

度：１２５kt、巡航高度：ＶＦＲ、経路：姫崎、目的地：新潟空港、所要時間

：２５分、持久時間で表された燃料搭載量：１時間２５分、搭乗者数：５名

その後、１５時４１分ごろ、同機は、新潟タワー（以下「タワー」という ）と。

通信を設定した。その際、同機は、タワーに滑走路１０への着陸を要求したが、タ

ワーは、２機の出発機（以下、それぞれ「１番機 「２番機」という ）が滑走路」、 。

２８から離陸する予定となっており、同機に新潟空港の北５nmの地点に向かうよう

指示した。１５時４６分ごろ、１番機が離陸し、タワーは、同機に滑走路２２の右

ベース・レッグ又は滑走路２８の右ダウンウィンド・レッグで通報するよう指示し、

同機は、滑走路２２の右ベース・レッグで通報すると答えた。その後、２番機が離

陸し、タワーは、１５時５０分ごろ、同機に滑走路２２への着陸を許可し、同機は

滑走路２２に着陸した。

なお、当時、滑走路２２は、近傍におけるクレーン作業のため閉鎖中であった。

（付図１及び別添参照）
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2.1.2 飛行経過に関する機長及び航空管制官の口述

(1) 機長

当日、機長として同社１０８便に乗務した。佐渡空港出発前に、滑走路

２２は、１７時まで閉鎖されていることは知っていた。

佐渡空港から離陸後、新潟空港に向け飛行中、タワーと通信設定した。こ

のとき、タワーに滑走路１０への着陸を要求したが、滑走路２８からの出発

機のため認められず、新潟空港の北５nmの地点へ向かうよう指示を受けた。

新潟空港の北５nmの地点付近で、タワーから、滑走路２２の右ベース・レ

ッグ又は滑走路２８の右ダウンウィンド・レッグで通報するよう指示を受け

た。このとき、滑走路２２の閉鎖が既に解除されていたものと判断し、滑走

路２２の右ベース・レッグで通報すると答えた。その後、タワーから着陸許

可を得て滑走路２２に着陸した。着陸に際しては、滑走路２２上及びその周

辺に障害物等は認められず、通常どおりの着陸であった。

駐機後、自社の運航管理者に滑走路２２に着陸したことを話した際に、滑

走路２２は、まだ閉鎖中であったと聞いた。

(2) 本重大インシデント発生当時、飛行場管制席の業務を行っていた航空管制

官（以下「管制官Ａ」という ）。

当日、１３時３０分ごろ、自分は同僚航空管制官（以下「管制官Ｂ」とい

う ）と共にタワーでこれまで当直していた航空管制官と交替して業務に就。

いた。タワーには、飛行場管制席及び副管制席があり、最初に、自分が飛行

場管制席に、管制官Ｂが副管制席に就き、その後約１時間ごとに、交互に管

制席を交替して業務を行っていた。

１４時５５分ごろ、自分が副管制席に就いているときに、クレーン作業に

伴う滑走路２２の閉鎖時間が２時間延長され、１７時までとなる旨の連絡を

受け、管制官Ｂにも知らせた。

１５時３０分ごろ、管制席を交替して、自分が飛行場管制席に、管制官Ｂ

が副管制席に就いた。その後、同機と通信設定を行い、そのとき、同機は滑

走路１０への着陸を要求した。当時、１番機及び２番機が滑走路２８から離

陸する予定となっており、これら出発機が離陸した後に同機が着陸するよう

計画し、同機に新潟空港の５nm北の地点へ向かうよう指示した。その後、１

番機が離陸し、同機に滑走路２２の右ベース・レッグ又は滑走路２８の右ダ

ウンウィンド・レッグで通報するよう指示した。このとき、同機は、滑走路

２２の右ベース・レッグで通報すると返答した。その後、同機と２番機の位

置を数回確認して、２番機に滑走路２８からの離陸を許可した。

２番機が離陸滑走を開始して、滑走路２２との交差部分を通過した後、同
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機に滑走路２２への着陸を許可した。当時、飛行場管制席から当該クレーン

の頂部がターミナル・ビルの屋根越しに見えていたが、このクレーンも含め、

滑走路２２への着陸の障害となるものはないと判断した。

なお、当時、滑走路２２が閉鎖中であることは、副管制席に就いていたと

きには、はっきりと認識していたが、その後、管制席を交替して、飛行場管

制席に就いてからは失念しており、同機が着陸して駐機場所への誘導路に近

づいたときに思い出した。

(3) 管制官Ｂ

当日、１３時３０分ごろ、管制官Ａと共にタワーでこれまで当直していた

航空管制官と交替して業務に就いた。最初は、管制官Ａが飛行場管制席に、

自分が副管制席に就き、その後約１時間ごとに、交互に管制席を交替して業

務を行っていた。業務に必要な情報については、タワー内に掲示されており、

また、これら情報内容の変更等についても、その都度、管制官Ａと相互に連

絡していたので、滑走路２２の閉鎖時間についても、１７時まで延長されて

いることは知っていた。

その後、１５時３０分ごろ、管制席を交替して、管制官Ａが飛行場管制席

に、自分が副管制席に就いた後、管制官Ａの交信をモニターしながら副管制

席の業務を行っていた。その後、管制官Ａと同機との交信が始まり、管制官

Ａが同機に「滑走路２２の右ベース・レッグ」と言い、同機が「滑走路２２

の右ベース・レッグで通報します」と言ったのが聞こえた。管制官Ａは、同

機に着陸を許可するまでの間、同機と２番機の離着陸の順序の決定及び間隔

設定を慎重に行っている様子で、自分もこれを注視していた。

当時、副管制席から当該クレーンの頂部がターミナル・ビルの屋根越しに

はっきり見えていたが、同機が滑走路２２に着陸することは問題ないと思っ

た。また、その際、滑走路２２が閉鎖中であることを失念していた。

滑走路２２の閉鎖について、タワー内に当該ノータムは掲示されていたが、

どちらの管制席にも表示されていなかった。また、管制席を交替したときに

は、管制官Ａと業務に必要な情報は既に共有しているものと考え、その都度、

引継事項の確認は行わなかった。

本重大インシデントの発生場所は、新潟空港の滑走路２２上で、発生時刻は１５時

５０分ごろであった。同機には、機長及び乗客４名の計５名が搭乗していたが、負傷

者及び機体の損壊はなかった。

（付図１参照）

２.２ 人の負傷
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同機には、機長及び乗客４名の計５名が搭乗していたが、負傷者はなかった。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

航空機の損壊はなかった。

２.４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

航空機以外の物件の損壊はなかった。

２.５ 航空機乗組員等に関する情報

(1) 機 長 男性 ５７歳

事業用操縦士技能証明書 平成 元 年 ７ 月 ６ 日

計器飛行証明 平成 元 年 ７ 月 ６ 日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成１６年 ６ 月１７日

総飛行時間 ４,２４８時間０１分

最近３０日間の飛行時間 ４２時間１２分

同型式機による飛行時間 １,４３４時間０１分

最近３０日間の飛行時間 ３７時間４６分

(2) 航空管制官Ａ 男性 ５７歳

基礎試験合格証明書 昭和４８年１０月 １ 日

航空管制技能証明

飛行場管制 昭和４９年 ５ 月 １ 日

身体検査合格書

有効期限 平成１６年 ６ 月３０日

重大インシデント当日の重大インシデント発生までの管制業務時間

２時間２０分

重大インシデント当日の直近の休息から重大インシデント発生までの管制

業務時間 ２時間２０分

(3) 航空管制官Ｂ 女性 ２３歳

基礎試験合格証明書 平成１３年 ３ 月２６日

航空管制技能証明

飛行場管制 平成１３年１０月 １ 日

身体検査合格書

有効期限 平成１６年 ６ 月３０日

重大インシデント当日の重大インシデント発生までの管制業務時間
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２時間２０分

重大インシデント当日の直近の休息から重大インシデント発生までの管制

業務時間 ２時間２０分

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型 式 ブリテンノーマン式ＢＮ－２Ｂ－２０型

製 造 番 号 ２２７２

製造年月日 平成 ７ 年 ７ 月２７日

耐空証明書 第東－１５－４１３号

有効期限 平成１６年１１月 ９ 日

耐空類別 飛行機 普通 Ｎ

総飛行時間 ５,３８４時間５８分

定期点検( )後の飛行時間 ３３時間１３分100時間点検、平成16年5月11日実施

（付図３及び写真１参照）

２.７ 気象に関する情報

2.7.1 空港の航空気象の観測値

新潟空港の本重大インシデント関連時間帯の航空気象の観測値は、次のとおりで

あった。

16時00分 風向 ３６０°、風速 ８kt、卓越視程 ５０km、

雲 ＦＥＷ ３,０００ft 積雲、ＢＫＮ 雲形 不明（注１） （注２）

雲底の高さ 不明、気温 ２１℃、露点温度 ９℃、

高度計規正値（ＱＮＨ） ３０.１１inHg

（注１）ＦＥＷとは、雲量が〝少し″の意。

（注２）ＢＫＮとは、雲量が〝隙間あり″の意。

2.7.2 乗務員の観測

機長によれば、本重大インシデント発生地点付近の気象は、次のとおりであった。

天気 晴れ、視程 良好

２.８ 航空保安施設等に関する情報

2.8.1 航空保安施設に関する情報

本重大インシデント当時、同機の飛行に関連する航空保安無線施設、航空管制用

レーダー施設及び航空無線通信施設は、いずれも正常に運用されていた。
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2.8.2 滑走路の運用に関する情報

滑走路０４／２２については、当日、牽引車のエンジン交換に伴うクレーン（高

さ約１５ｍ）作業が近傍で行われる予定となっており、このクレーンが転移表面上

に突き出るため、クレーン作業中は閉鎖されることとなっていた。

クレーン作業の実施計画は、当初、第１回目が０９～１０時及び第２回目が１２

～１３時の予定で、第１回目は０９時５０分ごろ終了した。その後、第２回目は、

１３～１５時に変更され、さらに、１５時ごろ、１７時まで延長されることとなり、

１６時１５分ごろ終了した。

また、滑走路０４／２２の閉鎖については、クレーン作業実施時間の変更等に伴

い、その都度、関係機関及び運航者に対する事前の連絡がなされ、ノータムが発出

されていた。

なお、滑走路１０／２８については平常どおり運用されていた。

（付図１、２参照）

２.９ 通信に関する情報

2.9.1 同機とタワーとの交信は、通常どおり行われていた。

（別添参照）

2.9.2 新潟空港における本重大インシデント関連時間帯のＡＴＩＳには、滑走路

０４／２２の閉鎖に関する内容は、含まれていなかった。

２.１０ 飛行記録装置及び操縦室用音声記録装置に関する情報

同機には、飛行記録装置及び操縦室用音声記録装置は装備されていなかった。

２.１１ 重大インシデント現場に関する情報

本重大インシデントの現場は、本重大インシデント発生当時、近傍におけるクレー

ン作業のため閉鎖中であった滑走路２２上であった。

（付図２参照）

２.１２ その他必要な事項

2.12.1 航空管制上の関連規定

管制方式基準には、閉鎖滑走路における離着陸は許可しないものとする旨規定さ

れている。

また、タワーに係る業務処理要領には、管制席を交替するときは、滑走路の閉鎖
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など業務の実施に必要な事項について、相互に業務引継ぎを確実に行う旨規定され

ている。

３ 事実を認定した理由

３.１ 機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい

た。また、同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

３.２ 管制官Ａ及び管制官Ｂは、有効な航空管制技能証明及び身体検査合格書を有

していた。

３.３ 2.1.2(2)及び(3)に述べた管制官Ａ及び管制官Ｂの口述から、本重大インシデ

ント発生当時、管制官Ａは、飛行場管制席の業務を、管制官Ｂは、副管制席の業務を

それぞれ行っていたものと推定される。

３.４ 2.9.1に述べた交信記録から、管制官Ａは、同機に滑走路２２への着陸を許可

し、また、2.1.2(1)に述べた機長の口述から、機長は、この許可により滑走路２２の

閉鎖が既に解除されていたものと判断し、滑走路２２へ着陸したものと推定される。

なお、2.8.2に述べたように、本重大インシデント発生当時、滑走路２２は、近傍

におけるクレーン作業のため閉鎖されており、これに伴うノータムも発出されていた

ものと認められる。

、３.５ 管制官Ａが、同機に閉鎖中の滑走路２２への着陸を許可したことについては

2.1.2(2)に述べた管制官Ａの口述から、管制官Ａが、同機と２番機の離着陸の順序の

決定及び間隔設定に気を取られ、同機に着陸許可を発出した際、滑走路２２が閉鎖中

であることを失念していたことによるものと推定される。

、３.６ 管制官Ｂは、管制官Ａの業務を補助する等の副管制席の業務を行っていたが

2.1.2(3)に述べた管制官Ｂの口述から、管制官Ａの同機と２番機の離着陸の順序の決

定及び間隔設定に係る判断を注視することに気を取られ、滑走路２２が閉鎖中である

ことを失念し、管制官Ａが、同機に閉鎖中の滑走路２２への着陸許可を発出した際、

管制官Ａに滑走路２２が閉鎖中である旨の助言を行わなかったものと推定される。
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３.７ 2.1.2(3)に述べた管制官Ｂの口述から、当日、管制官Ａ及び管制官Ｂは、管

制席を交互に交替した際、その都度、相互に引継事項を確認しておらず、また、飛行

場管制席及び副管制席に滑走路０４／２２が閉鎖中であることを明示していなかった

ものと推定される。

また、３.５及び３.６に述べたように、管制官Ａが同機に対し着陸許可を発出した

際、管制官Ａ及び管制官Ｂは、滑走路２２が閉鎖中であることを失念していたが、管

制席を交互に交替した際、諸規定に従い、その都度、相互に引継事項を確認し、さら

に、飛行場管制席及び副管制席に滑走路０４／２２が閉鎖中であることを明示してお

くべきであったものと考えられる。

なお、本重大インシデント発生当時、各管制席に滑走路閉鎖に関する情報を明示す

る旨の規定は、なかったものと認められる。

３.８ 2.9.2に述べたように、新潟空港における本重大インシデント関連時間帯の

ＡＴＩＳには、滑走路０４／２２の閉鎖に関する内容は、含まれていなかったが、滑

走路の閉鎖については諸規定に従い、ＡＴＩＳの内容に含まれるべきであったものと

考えられる。

４ 原 因

本重大インシデントは、飛行場管制席の管制官Ａが、同機と出発機の離着陸の順序

の決定及び間隔設定に気を取られ、滑走路２２が閉鎖中であることを失念して、同機

に滑走路２２への着陸を許可したため、同機が、閉鎖中の滑走路２２へ着陸したこと

によるものと推定される。

また、副管制席の管制官Ｂも、滑走路２２が閉鎖中であることを失念し、管制官Ａ

に滑走路２２が閉鎖中である旨の助言を行わなかったことが関与したものと推定され

る。

５ 参考事項

５.１ 航空局は、本重大インシデント発生直後、全国の関係管制機関に対し、ノータ

ム等の内容把握の徹底及び閉鎖中の滑走路に対する注意喚起を徹底させるための具体

的な対策を講じるよう周知を図った。



- 10 -

新潟空港事務所は、平成１６年７月１日、業務処理要領を制定し、滑走路閉鎖に係

る情報を関係管制席に表示する等、滑走路閉鎖時の具体的な管制措置について規定し

た。

５.２ 航空局は、本重大インシデント発生直後、全国のＡＴＩＳ機関に対し、業務実

施状況の点検を指示するとともに、業務の的確な実施を改めて徹底した。
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付図１ 新潟空港平面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付図２ クレーン作業地点付近の 

    滑走路０４／２２転移表面断面図 
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付図３ ブリテンノーマン式ＢＮ－２Ｂ－２０型三面図 
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写真１ 当該機（ＪＡ５３２１） 
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別添 交信記録の概要 

 
１５時４１分５０秒ごろ 同 機  現在、位置は新潟の北西１４nm、高度は  

２,２００ft、降下中です。可能なら滑走路１０

への着陸を要求します。 
 タワー  滑走路１０への着陸は許可できません。滑走路

２８から２機が離陸する予定です。左旋回して、

新潟の北５nm の地点に向かってください。 
 同 機  ５nm 北の地点に向かいます。 

４５分３０秒ごろ タワー  ＭＤ９０型機が滑走路２８からの離陸滑走を開

始しました。当該機を視認したら、その旨通報し

てください。 
４６分００秒ごろ 同 機  出発機を視認しました。 

 タワー  滑走路２２の右ベース・レッグ又は滑走路２８

の右ダウンウィンド・レッグで通報してくださ

い。 
 同 機  滑走路２２の右ベース・レッグで通報します。

４８分３０秒ごろ 同 機  現在、滑走路２２の右ベース・レッグ上です。
 タワー  進入を続けてください。 

４９分００秒ごろ タワー  進入を続けてください。出発機が離陸滑走を開

始しています。 
 同 機  進入を続けます。 

４９分４０秒ごろ タワー  滑走路２２への着陸支障ありません。 
 同 機  滑走路２２へ着陸します。 

５０分３０秒ごろ タワー  右折してＳ誘導路経由でサウス・エプロンへ地

上滑走してください。 
 同 機  Ｓ誘導路、サウス・エプロン。 

 
 
 



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




